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青森県病児保育事業スタートアップマニュアル 

 

＜基本方針＞ 

 

 このマニュアルは、次の１から４までに掲げる項目を基本方針として作成し

ています。 

１  市町村が民間事業者に委託する場合を想定していること 

２  市町村が、厚生労働省の定める「病児保育事業実施要綱」（以下「国要綱」

という。）上の「病児対応型」、「病後児対応型」、「体調不良児対応型」をス

タートさせるまでの手順を示すガイドラインであること 

３  急変しやすい病気の児童を預かるというリスクのある事業であることや、

児童の福祉を守る必要があることから、国要綱上の実施方法（基準）を望

ましい基準として、マニュアルに記載していること 

４  平成 27年度に実施した青森県病児・病後児保育促進支援事業における「病

児一時預かりマイ保育所モデル事業」（以下「モデル事業」という。）の実

施内容を検証し、マニュアルに反映させていること 

 

 

   【病児一時預かりマイ保育所モデル事業】 

    普段通園している保育所等（マイ保育所）で体調不良児を一時的に預

かり、病児保育が必要な場合に、病児保育施設に移送することができる

よう、保育士を補助する病児保育支援員を配置すると共に、一時的に病

児を預かるための簡易パーテーション、ライブカメラの設置に係る費用

を補助するもの。平成 27年度に、４市町６施設で実施。 

・ 病児保育支援員設置事業 

・ 病児保育支援員育成事業 

・ 病児一時預かりコーナー整備事業 

・ 保育所「見える化」推進事業 

・ 病児保育移行促進事業 
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＜マニュアル作成に当たって＞ 

 

１ マニュアル作成の趣旨、目的 

  このマニュアルは、病児保育事業の実施主体である市町村や事業の運営主

体となる民間事業者が、病児保育事業を円滑に実施することができるよう、

事業の開始手続き等をガイドラインとして示すことで、県内における病児保

育事業の体制整備を図るものです。 

 

 

２ 病児保育事業について 

  病児保育事業は、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）において、「保育

を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により

家庭において保育を受けることが困難となった小学校に就学している児童

であって、疾病にかかっているものについて、保育所、認定こども園、病院、

診療所その他厚生労働省令で定める施設において、保育を行う事業」である

と規定されています。 

  また、平成 27 年度から施行された「子ども・子育て支援新制度」におい

て、病児保育事業は、子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）第

59 条第 1 項の規定に基づき、事業実施主体である市町村が、地域の利用ニー

ズに応じて必要な提供体制を確保する「地域子ども・子育て支援事業」の中

の一事業として位置付けられています。 

  すべての市町村では、利用ニーズに対する提供体制を確保するため「市町

村子ども・子育て支援事業計画」を策定しており、計画的に病児保育事業を

展開していくことが求められています。 

 

 

３ 県内の病児保育事業の現状 

  病児保育事業は、平成 26 年度の国庫補助実績では、７市３町の 16 施設、 

 延利用人数は約９千人となっています。 
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  一方で、市町村子ども・子育て支援事業計画における病児保育事業の利用

ニーズを集計した「のびのびあおもり子育てプラン」では、年間約２万７千

人の利用ニーズがあるため、提供体制の確保が急務となっています。 

 

 【平成 26 年度 病児保育事業実施状況】 

 （病児対応型） 

市 町 村 施 設 名 定 員 

弘前市 病児保育室「ことりの森」 ４人 

 病児保育室「きりん」 ４人 

八戸市 村上こども医院 ３人 

 滝沢小児科内科医院 ９人 

十和田市 十和田東病院病児・病後児保育所里の森 ６人 

 

 （病後児対応型） 

市 町 村 施 設 名 定 員 

八戸市 中居林保育園 ３人 

 南売市保育園 ３人 

 明星保育園 ４人 

黒石市 中郷保育園 ２人 

三沢市 ひばり苑こどもセンターひばりハウス ９人 

むつ市 むつ市病児預かり室「おひさまルーム」 ３人 

つがる市 にじの樹 ６人 

鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢保育所 ５人 

七戸町 城南保育園 ４人 

 榎林保育園 ４人 

おいらせ町 おおぞら保育園 ４人 

  ※現在の施設名とは異なる場合がある。 
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４ マニュアルの内容 

  本マニュアルは、市町村が病児保育事業を民間事業者に委託して実施する

際に、事業開始までに必要な事務手続きを解説するもので、実施主体である

市町村と運営主体である事業者における、各種の事務手続きや関係機関との

調整等について記載しています。事業者が、市町村との役割等をあらかじめ

認識し、共通理解のもとで開設準備を進めることにより、事業者への過度な

負担を避け、適正な事業実施体制を確保することができます。 

  また、病児保育事業にはいくつかの事業類型があることから、それぞれの

事業類型で留意すべき点を記載しています。 

 

 

 

 


